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午後２時００分開会 

【会  長】 ただいまより平成27年度第５回新宿区情報公開・個人情報保護審議会を開会い

たします。 

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入る前に、事前確認について事務局から説明をいただきます。よろしくお

願いします。 

【区政情報課長】 事務局でございます。 早速内容に入らせていただきます。事前にお送り

しました資料、本日、資料30、社会保障・税番号制度の導入による任意代理人の範囲拡大に伴

う本人確認手続の改正について、それから資料33まで、新宿区立早稲田南町保育園分園運営業

務の委託について、あわせまして６件の資料をお送りさせていただきました。 

 前回、前々回の持越し案件もございますので、あわせて６件ということでございます。 

 資料31には１番、資料20には１から３までの資料が別途添付されておりますので、ご確認の

ほどよろしくお願いいたします。 

 資料について不足がございましたら、お申しつけくだされば、事務局のほうでご用意させて

いただきますが、いかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、これから本日の議事のご審議にお入りいただくところでございます。その前に前

回の地域飲食応援事業の件で、ご意見、ご質問がございまして、本日、担当の課長から補足の

説明を議事に入る前にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

【会  長】 それでは、最初に、地域飲食応援事業の委託に関しまして、説明をお願いいた

します。 

【産業振興課長】 補足の説明ということなんですが、ご質問、前回の議事録の内容について

お答えするということでよろしいでしょうか。 

【会  長】 はい。 

【産業振興課長】 まず地域飲食応援事業の現金販売でございますけれども、広報誌に寄せた

中で、現金販売やインターネット販売のほうが先になっていたというお話がありまして、これ

につきましてはインターネット販売のほうをご購入の手続をいただいても、実際に券が手元に

来るのが８月に入ってからということで、現金販売のほうが手元には優先的にということにな

っております。そういう意味では全くインターネットの場合を優先していたということではご

ざいません。日々の販売の上限を設けていたというのは８日間売りますので、初日に全部売り
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切れるということも想定しますと、日々どれぐらいの分量かというところで割り振りをさせて

いただいたところです。 

そういう意味では全く結果としては、売り切れるほどの勢いがなかったということですの

で、その辺はご了解いただければと思います。 

 ８日間、現金販売をするということにつきましては、６月24日にもお話をしていますし、資

料16－１でもご説明をさせていただいているところでございます。現金販売者は区内の４カ所

で、７月25日から７月31日迄と８月３日の計８日、販売をしているというご説明をさせていた

だいたところでございます。何かご質問あればお答えしていきたいと思います。 

【会  長】 それではこの件について、ご質問かご意見がございましたら、どうぞ。 

 三雲委員。 

【三雲委員】 今、ご説明いただきまして、もともと問題意識としてあったのは、やはり税金

を原資としている割引チケットの販売、そこにおいて購入する方の個人情報というものが、区

のコントロールの及ばないところに集まるような仕組み、なおかつその販売を担当している会

社というものは民間の企業であって、半分以上の目的は個人情報を集めて、彼らなりのほかの

プロモーション等に使うことを前提にしたサイト運営をしているような、そういった事業者を

利用する。 

それが私たち新宿区の個人情報保護に関する方針に対して適切なものであるかどうかとい

うことに、根本的な問題意識があったわけです。 

 既にこれは進んでいるお話であって、今さら後戻りできることではないというふうに思いま

すけれども、今後、同様の方針・方策をとられる際に、私たちの新宿区にある地場のものを振

興するということであれば、やはり私たちの中で完結できるようなやり方というのがふさわし

いんじゃないか。あるいはノウハウにしたって、業者からそのままお金を払って、加入するや

り方ではなくて、それを工夫できるほうが適切なんじゃないかというふうに私は思っておりま

す。ただ、これもまた既に進んでいる話であって、戻れるということではないと思いますので、

これは意見として申し上げさせていただきたいということです。 

 それからあと、最初の日のご説明と次の２回目のご説明とで１点変わったところがあって、

それは何かと申しますと、要するに、業者に渡る個人情報というものは、業者と個々の購入者

との間の登録、それぞれの契約によってなされるものであるから、新宿区の個人情報保護のコ

ントロールの及ぶものじゃない。したがって、私たちの、本来は審議するものじゃなかったん

だという一言があったように思いまして、それはちょっと違うんじゃないかなと思っておりま
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す。やはり税金を使って行う事業において、それを利用する方の個人情報がどうなるかという

ことは、やはり責任を持って考えるべき問題であって、その意味では最初にこの問題を、この

審議の場に設けていただいたという事務局の方の判断というのは大変すばらしかったと思いま

すので、今後とも同様のことがあるときには、やはりお話しさせていただければと思います。 

【鍋島委員】 関連で。 

【会  長】 どうぞ、鍋島委員。 

【鍋島委員】 昨日見たんですけど、スマホで新宿区のホームページを見るとすごく信用する

んですね。だからそこにあるものは大丈夫だと思ってしまう。そこにはインターネット購入の

ときのことが、クレジットカードの登録と、会員になるのは会員登録をしてくださいというの

で、これが私たちにはわからないわけですよね。つまり、外のそういうポンパレですか。初め

て子どもに聞くと、随分、飲食などの券が安くなるという、そのあたりが、私たちにしてみれ

ば、パソコン一つ使うのにすごい危ないんじゃないかと、と思いながら、それでも便利だから

使ってしまう、最初のときにこういうところにお出しになるんだったら、まだ直すことができ

るでしょうから、区民に対してこの個人情報が自分の責任で守るので、「これは外部とつなが

りますから注意してください」ぐらい入れてくださいと私申し上げたんです。それからこれが

あって、すぐ見たら、全然そういうことはなくて、友達もやっている人があって、「大丈夫よ、

区のホームページだから、絶対個人情報流れないわよ」というのが大方なんです。やっぱり、

今日、スマホで出してみたら、やっぱりそのとおりなので、何も書いていないクレジットとＩ

Ｄカードがありますよというぐらいなので、それだと全く自分として分からないので、やはり

区のこういうホームページはみんなが信用するということを念頭に置いて、個人情報なので、

こういう企画を、今後注意はしていただきたいと思っております。 

【会  長】 ありがとうございます。 

いずれにせよ、ご意見、結構必要なご意見も出ておりますので。ほかに何か。佐藤委員。 

【佐藤委員】今、三雲委員、鍋島委員から言われたこととかなりダブるんですけれども、やは

り新宿区が行う場合、慎重を期すべきだというふうに思います。国民生活センターのホームペ

ージでは、こうしたサイトにパスワードを入力して本人確認をすることが日常茶飯事に行われ

ていることに、非常に警鐘を鳴らしているわけです。 

こうしたことに対してのなりすましというのが非常にやりやすくなっているので、十分注

意するようにということが、国民生活センターのホームページに取り上げられています。 

新宿区がそういうサイトとつながってやることに対して、ほかの委員から縷々お話しがあ
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ったように、十分注意をして、今後の教訓にすべきだというふうに思いますので、一言意見と

して述べさせていただきます。 

【会  長】 同様の意見ですね。ほかに何か。伊藤委員。 

【伊藤委員】 質問なんですけど、今回の標記問題等いろいろあったと思いますけど、この協

議ということの事業を中で広報に位置づけられるものであって、前回、三雲委員から広報「し

んじゅく」のご指摘があって、ホームページの議論があったんですけど、産業振興課を通じて、

この事業を広報する場合のフローみたいなのが決まっていれば、例えばウエブサイトの改修す

る場合はこういうフローがあって、広報しんじゅくを改修する場合はこういったことがあって、

このタイミングまでだったら修正がきく、きかないとか、有料サイトになれば、個人的にいっ

てもきくんじゃないかとか、何かそういった流れというのは決まっていたんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【産業振興課長】 ウエブサイトにつきましては、いつでも修正は可能でございます。広報し

んじゅくのほうは一定期間の締切りがありまして、区政情報課のほうで編集作業を行いまして、

その間に校正が２回ぐらい入るというふうなことです。締切りは一月前ということです。 

【会  長】 事務局。 

【区政情報課長】 広報しんじゅくの最終的な直し部分、おおむね10日前ということで運用さ

せていただいています。緊急の場合には印刷が入る直前まで、ちょうど１週間でございますけ

れども、場合によっては変更の恐れがある場合は、事前に印刷所のほうに通告をしておきなが

ら、ぎりぎりまでというのはありますけど、通常は10日ぐらいといった状況でございます。 

【会  長】 伊藤委員。 

【伊藤委員】 広報しんじゅくの話が出たので、ウエブサイトに関してまだ変更がきくと思い

ますので、先ほどご審議があったと思うんですけど、該当サイトにいくということは、最初の

バナーとかに大きく、見やすい文字で書いていただくのがいいかと思います。そこを検討して

いただきたい。 

【会  長】 ご説明ください。 

【産業振興課長】 外部サイトに接続する部分につきましては、変更を考えています。 

【会  長】 ほかにご質問かご意見、ございますでしょうか。井下田委員。 

【井下田委員】 私、この審議会が初めてなのでどういった理由で行われているのかわからな

いので、事務局にお聞きしたいんですけれども、今回、議事に入る前にこういった説明不足と

いうことで始まりましたけれども、こういったことは以前にも行われたことがあったのか、聞
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かせてください。 

【会  長】 事務局、お願いします。 

【区政情報課長】 基本的には補足説明、説明不足の際にはおおむね今までの取扱い上は、事

務局のほうでその部分について確認をし、次回、次々回の際に説明をさせていただくといった

段取りをとってございました。 

 前回の最後の段階で三雲委員のほうからご質問、またご意見等々がございまして、これは議

事録のほうにも載ってございますけれども、会長のほうで次回、担当者のほうからその部分の

説明を受けるといったお話をいただきまして、それで議事に入る前に、補足説明。通常、先ほ

ど申し上げたとおり、事務局のほうから確認した内容を補足させていただくという対応を従来

はとってございましたが、今回、担当者からといった会長からのお話がございましたので、そ

れで説明をさせていただきました。 

 前回、三雲委員が最後に出されました意見については、事務局のほうは承知をしておりませ

んでしたので、そのお話をいただいた中で、最終的には会長のご判断のもと、今回取り扱いを

させていただいているといったところでございます。 

 この審議会の運営、それから進行につきましては、この会を統理する会長に権限が当然ござ

いますので、そういうルールの中でやっていただいているということです。 

【会  長】 井下田委員。 

【井下田委員】 それでは、会長に私、ご要望したいことがありまして、平成27年の当審議会

の日程というのがあって、第１回から第９回まで決められているんですね。ちなみに第９回は

予備日として決められています。ここの開催時間が午後２時から午後４時までになっていまし

て、もちろんここにいる委員の皆様方も、この日程に沿って、開催時間に沿ってお越しいただ

いて、議事を進行しているということになるんですけれども、第３回、７月13日が終わった段

階で、再度、ここに載っていない予備日を決めて集まったことがあったわけです。しかも、き

ょうも議事に入る前に、もう20分経過しています。 

今回、今日は６件の諮問事項と報告事項があって、しかも前回は予備日ではなくて、再度

違う予備日で、臨時をつくっていますので、会長には議事進行に対しまして特段の配慮をお願

いしたいというふうに思います。意見です。 

【会  長】 皆さんの意見をなるべく聞こうと思っております。そうでなかったら、10分で

全部打ち切りますけども、それでよろしいですか。 

 皆さん、そういう時間配分で最初から審議の時間を決めてやる方法でもいいです。多少のこ
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とは時間がずれることは了解していただいているというふうに思って、私は進めています。 

前回の審議会で先に説明を求めるということで継続している話なので、ただ、これは議題

ではないので、事実上説明する。言いかえたら、報告事項は審議が終わっているわけですが、

皆さんに納得していただけない部分があったので、追加の説明を求めているというだけで、き

ょうも実際やって、私は結構よかったと思っておりまして、今後の審議にプラスになるという

ふうに思っていまして、全く時間の無駄ではないと思っております。今後もそうなるだろうと

思います。これで議題に入ります。 

 それでは、次第に従って議事の審議を進めてまいります。 

説明される方は資料を読み上げるだけではなく、要点を説明していただき、必要に応じて

補足説明をお願いします。 

 まず、資料30、社会保障・税番号制度の導入による任意代理人の範囲拡大に伴う本人確認手

続の改正についてであります。 

それでは、説明をお願いいたします。 

【区政情報課長】 区政情報課長でございます。 

 それでは、資料30に基づいてご説明をさせていただきたいと思います。 

 前回、第２回区議会定例会で、個人情報保護法条例の改正をさせていただきまして、社会保

障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度です。この法律の中で任意代理の規定がございま

して、この部分を取り入れる形で条例改正を行いました。 

それに付随して、任意代理に範囲拡大をするということで、十分その委任者の意思を確認

する必要があるといったご意見を踏まえまして、今回規則の中でそれぞれ手続定めさせていた

だくといったことを諮問させていただく内容でございます。 

個人情報保護制度の運用に関する重要事項というという位置づけでの諮問でございます。 

 おめくりいただきまして、２ページ、３ページに概要を記載してございます。今回の内容に

つきましては、任意代理人が今回入りまして、この任意代理人が委任状を持って、いわゆる自

己情報の開示請求を行った場合の具体的な手続について、１つは代理人の本人確認、これは当

然行われるべき内容でございますので、そのほかに今回委任状のばらつきを一定程度整理させ

ていただきたいということで、規則で様式化を図るものでございます。 

 さらにこれが一番重要事項でございますが、委任者、ご本人の意思確認をする書面を、様式、

それから手続で義務化をしまして、必ずこれを行うといった内容にしていただく予定でござい

ます。 
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エの「却下通知書」でございますが、これはご本人の意思確認をさせていただいた際に、

この人に委任した覚えはないといった委任行為がないといった回答があった場合には、その代

理人の請求を却下するという形になりますので、却下通知、これは改めて通知をさせていただ

くといったことでございます。 

 ３ページに記載の部分については、従来から15歳以上の未成年者の法定代理の場合の手続と

して、未成年者の意思確認の提出を求めることができるということで、従来から規定してござ

いましたが、ここを提出を求めることができる規定から、「求めるものとする」、皆さん出し

てくださいという形に改めるものでございます。 

これにつきましては、10月５日施行で改正手続に入らせていただきたいというふうに考え

てございます。 

番号法で委任代理が導入された背景は、いわゆる自分の番号法に基づく特定個人情報がど

ういうふうに利活用されているかというのを見れるマイナポータルというのがパソコンで確認

できる仕組みが導入される予定ですが、当然、全ての方がパソコンでそれを確認できるといっ

た状況ではございませんので、書面による確認というのが当然必要になってまいります。その

際に、ご本人がなかなか区役所等々に行けないという事情がある場合に、委任状を持った代理

人がそういうことを行うといった制度を保証するということで、代理人制度が設けられたもの

でございますので、全国的にそういう取扱いをするといった状況であります。 

ちなみに各区の中で、23区で今、新宿区と同様の手続、本人の意思確認をする区が５、そ

れから11区が代理人の本人確認、それから委任者の免許証等のコピーを添付させるといった手

続で進めている。残りの６区につきましては、全く委任状のみといった区もございましたし、

それから１つの区については印鑑証明をとりたいといったお話を東京都に相談したところ、そ

れはだめだというお話をいただいて、本人の意思確認に変更したという区があったというお話

を伺っています。 

雑駁ですが、以上、そういう前提の中で今回諮問をさせていただいたものでございます。

説明は以上です。 

【会  長】 ご質問かご意見ございましたら、どうぞ佐藤委員。 

【佐藤委員】 今ご説明いただきまして、そもそもこの任意代理人という制度をつくった理由

と、先ほどマイナポータルということでしたけれども、そのマイナポータルを見ることができ

ない人のためにペーパーで情報を提供するという理解でいいのかということと、この任意代理

人というのはどういう人がなるのか。例えば配偶者とか、あるいは何親等以内の親戚とか、そ
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の辺はいかがですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【区政情報課長】 先ほど触れましたとおり、マイナポータルを使えない方々を保証するため

のといったことで、委任代理という制度が導入されてございまして、この任意代理は当然、親

族でなくてももちろん大丈夫です。その委任する方が、この方というふうに指定をして委任を

すれば、それは成立しますので、我々が大事なのはその委任したという事実をご本人に直接確

認するといったことを手続化するということを、今回ご提案をさせていただくものでございま

す。 

【会  長】 佐藤委員。 

【佐藤委員】 この最大の目的は、要するに「なりすまし」の防止ということなんですが、こ

れまで区として「なりすまし」防止のために、どういう対策をとってきたのかということをお

聞きしたいんですが。 

【会  長】 ご説明ください。 

【区政情報課長】 なりすましの防止については、先ほど申し上げた、今回義務化する制度と

いうことで、委任者本人の意思を確認する場合ももちろんございます。他区がやっているとお

り、その委任者がご本人から身分証、免許証のコピーとか、パスポートのコピーをお預かりし

てくるといった形で対応する場合もございます。 

私どもの場合はもともと個人情報の関係というのは、任意代理を認めていたケースという

のが、実は病院に入院加療をしていて、どうしても手続が行えない方に限定をさせていただい

て、その際には入院をしている証しも書類として添付をお願いしていました。そういった厳重

な取扱いの中で、これまでも進めてきたといった状況でございます。 

【会  長】 佐藤委員。 

【佐藤委員】 それで任意代理が、要するに本人の了解をとれれば、極端にいうと誰でもなれ

るというのは、非常にセキュリティ上危険じゃないかなということを、１つ疑問としてありま

す。 

それと委任状の規則を様式化するということだったんですが、これによる何か効果という

のはあるんでしょうか。今までは、要するに、手書きでも何でもよかったけれども、書式が決

まると、そこに書き込んでもらうという、そういう理解でよろしいんですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【区政情報課長】 １つはこの制度に基づいて、任意代理を行うといったことを、規程のご理
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解をいただいた上でダウンロードしてお使いいただくといった形、または区のほうで直接、そ

の様式をとりにいらしていただければ、手続について我々も確認したり、内容についてを直接

ご説明することができますので、そういった意味で、それともう１つは様式に今までばらつき

があったということを、今回改定するといった意味。この３つ含めまして様式を定めさせてい

ただいたといった状況です。 

【会  長】 佐藤委員。 

【佐藤委員】 これまでばらばらだったので統一するということは非常に大事なことだと思う

んですが、それによって確かに本人が来れば、それはそれなりになりすましの防止になると思

うんですけれども、今やパソコンで簡単にダウンロードできるとなれば、なかなか来てやろう

という、ましてやなりすましを狙っている人はわざわざ来ないと思うんですよね。だからその

点でのこの様式化によって、果たして完全になりすましをシャットアウトできるかということ

について、もうちょっと考えたほうがいいんじゃないかなというふうに思います。 

 それと関連して、却下通知書という、これは新しく設けられたんですが、これはセキュリテ

ィ上どういう効果があるんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【区政情報課長】 本人確認を手続上義務化してございますので、確認をさせていただいた中

で、当然、この人に委任していますといったご本人の書面を頂戴できれば手続を進めるといっ

た形ですが、そうでない回答をいただいた場合については、１回申請をお受けしていますので、

その申請についての取扱い、行政の手続上の問題でございますけれども、その受け付けた申請

を却下するという形をとるために、今回様式を定めさせていただいたということです。 

【会  長】 佐藤委員。 

【佐藤委員】 最後にいたします。意見を言わせていただきます。 

今、質疑をさせていただいて、任意代理人が、本人が確認すれば第三者で誰でもなれると

いう点や、却下通知書や委任状の規則様式を定めたことによって、効果を上げるというのは、

なかなか僕はなりすましに対して有効的だというふうには思えないんですね。 

また、マイナポータルの運用によって、パスワードを入力することによって中間サーバー

にアクセスして、それで情報を仕入れる。この中間サーバーそのものが個人情報の１つのコピ

ーしたものが、２つの場所に集約されるというふうにお聞きしました。そうすると一旦そこか

ら情報が漏れると大変な問題になるということと、それから既に2003年から住基カードを発行

されて、なりすまして、保健師の確認をとった。それで今、2009年からはＩＣチップを埋め込
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んでやっているけれども、既に総務省のホームページを見ると、200件以上の不正やなりすま

しが報告されている。住基カードはわずか５％です。それがマイナンバー制度で全てにそうい

うことになってくると、大変はかり知れないなりすましや、そういうことが生まれるのではな

いかということを、私自身は危惧いたしますので、地方自治体が独自にこの漏えい防止策をと

ることは非常に僕は評価をいたしますけれども、今回のこの任意代理人の範囲拡大については、

私自身はこの諮問については反対をさせていただきます。 

以上です。 

【会  長】 ほかにご質問、ご意見は。 

 鷲野委員。 

【鷲野委員】 却下通知書という、却下する場合は、そういう書面を送るというのは分るので

すが、却下しない場合は、何か書面が送られてくのでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【区政情報課長】 手続がそのままご本人の意思が確認できて、手続に入れば、今度は自己情

報の開示請求に対する決定を出しますので、代理人の方にそれをお渡しする。決定の通知と、

それと求められている開示文書をお渡しするといった手続になります。 

【会  長】 鷲野委員。 

【鷲野委員】 ということは、代理人に渡されるので、本人に郵送されたりして、本人が受け

取るということになるんですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【区政情報課長】 ご本人へ確認書を返信いただくときに、直接郵送でという希望があれば、

そういう対応はもちろんさせていただきますが、もともと郵送による請求というのも、遠隔地

の場合は行うことができますので、それはあわせて、代理人を立てずに郵便でもやることがで

きます。ただ、それはご本人の身分証を必ずコピーをつけてもらわなければいけないといった

ことがありまして、従来から問題になっているのが免許証を持っていない方、パスポートを持

っていない方をどうするんだといった議論があります。その際には区が確認できているご住所

にこちらからお送りをして、それでご返信をいただいて、という手続を１つ経てから対応する。

ご本人確認といった形をとらせていただいているところです。今回、任意代理の部分の確認に

ついては、代理人が受領の権限まで委任を受けているといった場合については、その方に戻す

といったことに手続はなります。 

【会  長】 よろしいですか。 
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ほかにご質問かご意見がございますでしょうか。 

 瀬川委員。 

【瀬川委員】 このマイナポータルというのは、国の制度ですよね。したがって、先ほどの委

員のご説明で非常に情報が漏れるということなので、新宿区は新宿区でやっていけばいいと思

うんですけれども、これは国が押し進めていって、国として情報漏えいについては大変、これ

はもう、問題とか言われたりしていますから、各都道府県からいろいろ情報が出ていますから、

新宿区で最大の対処を今されて、その中で進められる。私は賛成です。 

【会  長】 どうぞ。 

【林委員】 ３ページのアのところなんですけど、これ、素朴な疑問なんですけれども、「本

人（15歳以上未成年者）」とあるんですけれども、ちょうど15歳だったとしますと、いろいろ

な公的な免許証は、パスポートは別にして、ないと思うんですけれども、要するに意思確認を

徹底するというのは具体的にいうと、どういうふうになってくるんですか。ちょっと素朴な疑

問です。 

【会  長】 ご説明してくだい。 

【区政情報課長】 これは10代から提出を求めることができるという規定を設けてございまし

て、従来は様式も定めずに任意で行っていたものでございますが、今回、いわゆる任意代理の

部分まで拡大をして、様式等々も定めましたので、15歳以上の法定代理の意思確認についても

同様にきちんとやらせていただくといった趣旨でお入れしたものです。 

【林委員】 わかりました。 

【会  長】 ほかに。三雲委員。 

【三雲委員】 今の質問との関連なんですけど。意思確認書はどういうフローで本人に送られ

て、どうやって送る側にそのまま出されるのか。例えば代理人が持って来てもよろしいのか。

そのあたりを教えてください。 

【会  長】 ご説明ください。 

【区政情報課長】 一応、申請を受けまして、代理人がお持ちになった住所、それと区のほう

で把握している住所、これを突合させていただきまして、その住所にお送りをするといった形

で、直接お渡しをする方法をとらせていただく予定でございます。また、その後はご本人が書

いていただいたものを代理人に預けるという形、または直接こちらにお送りいただくという、

両方ともとれるような形、ご本人の意思次第といった取扱いにさせていただく予定でございま

す。 
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【会  長】 よろしゅうございますか。 

 ほかにご質問かご意見、ありますでしょうか。 

 それでは採決をしますけど、反対意見と賛成意見が両方出ましたので、賛否を分けて採決を

しましょうか。どう思いますか。今の順番で賛成か反対かを決めていただいて、一応、１つで

賛否をお尋ねしますので、ご協力ください。 

 反対のご意見の方は２名ですね。２名反対意見。 

 賛成の方、棄権もありますので、無理せず。 

 賛成の方は挙手、お願いします。 

〔挙手〕 

【会  長】 一応、賛成多数ということなので、賛成多数で本件を可決。 

ただし、反対意見が２名あったことは議事録に記録していただきたいと思います。 

【区政情報課長】 かしこまりました。 

【会  長】 そういうことで、本件は反対意見もございましたけれども、賛成多数というこ

とで承認可決したということにいたします。ご苦労さまでした。 

 それでは、次に資料31、社会保障・税番号制度の導入に伴う特定個人情報の利用及び提供に

関する手続についてであります。よろしゅうございますか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】 それでは、説明をお願いします。 

【特命担当副参事】 総合政策部特命担当の村上と申します。よろしくお願いいたします。 

 本案件は、社会保障・税番号制度導入によりまして、区役所内の情報利用の位置づけが変わ

ります。本案件は個人情報保護制度の運営に関する重要事項ということで、保護を受ける情報

利用の手続の流れについて諮問させていただくものでございます。 

 審査資料の２ページをお開きいただきたいと思います。初めに１番、番号法に基づく区条例

の制定と、条例制定後の庁内の情報利用の位置づけについてでございます。 

区は番号法の施行に伴いまして、「新宿区における個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例」を制定する予定でございます。お手元に参考資料の１をあわせて配付させて

いただいております。資料と参考資料と両方ございますので、この参考資料１と書いてある、

ホチキスどめで書いてあるＡ４縦のものをご覧いただきたいと思いますけれども、新宿区にお

ける個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、とタイトルが書い

てあるものでございます。それの参考資料の下のほうに表が載ってございまして、区の条例で
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規定をする内容を３つ掲げてございます。 

１つ目が区独自利用事務ということで、番号法の法定事務以外の、区が条例や規則、要綱

などに基づいて単独に実施している事務で、個人番号を利用する事務、これをまず区条例で規

定をするものです。 

 ２つ目が庁内連携で、これは番号法第９条２項に基づいて、条例に規定をすることで同一機

関内において保有する特定個人情報を、別の事務処理のために利用ができる、そこを規定する

ものです。 

 ３つ目が、他機関連携と書いてありますけれども、これは番号法第19条に基づきまして、条

例に規定することで、同一地方公共団体内の他機関、例えば、区長部局から教育委員会に特定

個人情報を提供ができることを規定する内容となっております。 

 参考資料をめくっていただきまして、裏側にオレンジの図が書いてあるページがございます。

簡単に区独自利用事務での考え方、庁内連携のイメージ、区長部局と教育委員会の情報のやり

とりのイメージ、簡単に説明したいと思います。 

区独自利用事務の考え方ですけれども、区民の利便性向上を図る観点から、まず黒ポツの

１つ目、法定事務と切離しができない。あるいは切り離すことでサービス低下となるような事

務、それから２つ目、個人番号を利用することで可能な限り添付書類の提出を不要とできる事

務、それを対象にしていきたいと考えております。 

２つ目の庁内連携のイメージ、区長部局内の部署間で特定個人情報を連携する場合という

ことで、例として書かせていただきます。例えば国民健康保険の保険料算定の事務に、住民税

情報を利用するとか、あるいは生活保護情報を利用するとかといったような区長部局内での特

定個人情報の連携は、庁内連携となっております。 

 それから、一番下の同一地方公共団体内他機関への提供のイメージでございますけれども、

これは区長部局から教育委員会の情報を渡したり、その逆というようなことを指すものなので

すが、例示としまして教育委員会の就学援助の事務処理に、生活保護情報を利用するというよ

うなものが該当いたします。 

 条例の案はその次のページに、案を示させていただいております。 

 恐れ入りますが、また審議会の大もとの資料の２ページ目にお戻りいただきたいんですけれ

ども、２ページの上から４行目です。現在、区役所の、ある特定の事務処理をする場合に収集

された個人情報を、ほかの事務で利用する場合は、「目的外利用」として位置づけられており

ます。番号法に基づく区条例制定後は、個人番号利用事務を処理するために、同一機関内で保
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有する特定個人情報を別の事務で利用する場合は、「目的内利用」（庁内連携）、それから同

一地方公共団体内の他機関、区長部局と教育委員会などのやりとりです、それについては番号

法に基づく「提供」として位置づけられます。その理由を簡単に申し上げますと、まず庁内連

携についてなんですが、一般的に個人情報の利用に際しては、利用の目的をできる限り特定し

て、その目的の範囲内で利用するということが「目的内利用」の条件となります。番号法では、

法の目的に書かせていただきましたが、「効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を

処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに」、「国

民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他利便性の向上を得られる

ようにする」というような目的から、庁内連携でみずからが保有する特定個人情報を利用する

場合は、条例で利用目的を事前に特定することを義務づけられておりまして、それが条例制定

によりまして、その目的の範囲で利用する場合は「目的内利用」というふうに位置づけること

になります。 

 また、個人情報保護条例によりまして、特定個人情報の「目的外利用」、この制度導入後は

原則禁止になります。唯一目的外と認められるのは、人の生命、身体、財産保護のための緊急

の場合のみとなりまして、それ以外の利用は目的内の利用で行わなければいけないとなってお

ります。  

 続きまして、３ページ目、ご覧ください。同一地方公共団体内の他機関へ特定個人情報を渡

す場合の提供についてなんですけれども、番号法19条におきましては、特定個人情報の提供で

は原則禁止なんですけれども、例外をこの19条で定めております。 

例外が認められる、提供できる場合を１号から14号まで掲げられておりますけれども、特

定個人情報の取扱いというのは、地方公共団体内では機関単位、同一地方公共団体内の他機関

の特定個人情報を渡す場合は、他機関への提供に該当します。法19条の９号に基づきまして、

区の条例で定めた場合であれば、同一地方公共団体内の他機関それぞれの間において、それも

もちろん事務処理に必要な限度で、特定個人情報を提供できるというような扱いになります。 

審議会資料の４ページをご覧ください。 

 ２番といたしまして、特定個人情報の取扱いの適正性を確保するための措置についてという

ことで書かせていただいています。 

これまで目的外利用であった情報利用が、制度導入後は条例の規定に基づきまして、利用

や提供が可能になるというような仕組みになるわけなんですけれども、新宿区におきましては

個人情報の保護、それから特定個人情報の適正確保を図る観点から、庁内での情報利用につい
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て以下の方策を講じていきたいと考えております。 

（１）は、情報公開・個人情報保護審議会への報告、（２）といたしましては、利用事務、

利用範囲、利用目的の区民へのわかりやすい明示ということになります。具体的なイメージを

持っていただくために、資料の１を用意させていただきました。Ａ４横のカラー刷りのものが

資料１になります。左側、それがこれまでの流れになります。これまで区役所のほうで収集し

た事務以外の別の、例えば事務処理で、税情報ですとか、生活保護情報を使う場合は目的外利

用でした。目的外利用のフローなんですが、本人同意の場合ですけれども、本人同意を窓口で

確認をして、本人同意をとれば、個人情報の目的外利用を行うことができます。また、本人同

意がされないような場合、審議会に諮問をいたしまして、どの事務でどの情報を何のために利

用するのかというようなことを審議会にお諮りをしておりました、審議会のほうで了承されれ

ば、そうした目的外利用記録票を作成し、それを区民の方にわかりやすいような形で閲覧がで

きるような体制をとっていただくところでございます。 

 今度、制度導入後の流れが右側になります。新たに個人番号利用事務が発生した場合に、こ

ういった流れを考えてございます。新たな事務が発生した都度、今も特定個人情報保護評価、

ＰＩＡです、それをこの個人情報保護審議会のほうにご報告をさせていただいています。けれ

ども、それとあわせまして庁内での利用について、どの事務に、どのような情報を何のために

利用するのか。それを報告させていただきたいというのがございます。それが、この資料の１

のフロー図の黄色い枠で囲ってあるところの上の部分です。新たな利用事務が発生した都度、

ＰＩＡ、特定個人情報保護評価とそれから庁内利用の範囲、それから情報の根拠を、報告しま

す。 

その後、利用条例・規則の改正をし、その後に目的内利用・提供の記録票ということで、

これまで目的外利用記録票としてつくっていたような記録票の同レベルのものを、この番号法

施行後につくらせていただき、それをホームページ、それから窓口で区民の方に閲覧をするよ

うなことを考えてございます。 

条例を制定することで、庁内で情報利用が認められるんですけれども、特定個人情報の適

正な取扱いを確保するため、これまでと同レベルの透明性ですとか、第三者の目でチェックし

ていただくような説明をしていきたい、担保していきたいと考えております。 

 ちなみに23区の現時点での状況なんですけれども、新宿区と同じように審議会への庁内利用

の報告ですとか、記録票をつくるというのは、新宿区も入れて３区、それから審議会への報告

は考えていないんだけれども、記録票はつくりたいと思っている、区民の方に提示したいと思



－１６－ 

っているという区が３区です。それ以外はまだこの手続については一切未検討ということで、

これから考えたいというような状況でございました。 

 以上、長くなってしまって申し訳ございませんが、制度導入後の庁内利用の流れについてご

説明をさせていただきました。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

【会  長】 要するに法律に基づいて、その条例を合わせることを考えて決めた。こういう

ことですか。 

【特命担当副参事】 はい。区の条例の制定については、番号法に基づいて規定をするわけな

んですけれども、そうしますと庁内での利用が、条例を制定すれば利用は大丈夫だというよう

なことになってしまうんですけれども、それですと区民の方にわかりにくくなってしまうので。 

【会  長】 わかりました。要するに法律でそういう仕組みになっているわけですね。 

 ご質問、ご意見がございましたら、どうぞ。佐藤委員。 

【佐藤委員】 確認のためにお聞きします。そうすると今まで目的外利用だったものが、この

マイナンバー制度の施行によって目的外、あるいは提供に意義づけ、定義づけが変わる。そう

するとこのマイナンバー制度によって、今まで目的外利用でこうした審議会にきちんとかけて

いたものが、すごく軽く扱われるという、そういう理解でよろしいんですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【特命担当副参事】 軽く扱われるということではないんですが、結局、この番号法の趣旨は、

迅速な情報の共有ですとか、行政機関内での情報連携をすることによる利便性の向上という趣

旨がありますので、そういう趣旨からこういう位置づけの変更というようなことになったと、

区としては捉えているところです。 

ただし、適正な取扱いというのは確保したいというところもございますので、今回のよう

な流れを提案させていただきました。 

【会  長】 佐藤委員。 

【佐藤委員】 マイナンバー制度、時期を捉えて僕は問題点を言ってきたわけですけれども、

この利便性の名のもとに、この個人情報をこういうふうに扱うというのは非常に問題だと思う

んです。 

それは新宿区の問題じゃなくて、国の問題なんですけども。それを踏まえて、先ほど特命

担当副参事からも説明にありましたように、資料31-１でご説明があったように、要するに、

この右側の赤い枠の個人情報審議会、これに今のマイナンバー制度施行によって、情報提供の
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取扱いが変わると、この部分がなくなっちゃうということですね。 

【会  長】 ご説明してください。 

【特命担当副参事】 そのとおりでございます。 

【会  長】 佐藤委員。 

【佐藤委員】 よくわかりました。そうすると新宿区としては、それでは非常に軽く個人情報

が扱われるので、今までのように、目的外利用と同じように扱って、この審議会にかける。こ

れは新宿区のほかに入れて３区で、独自にセキュリティをきちんとしておこうという意味です

ね。 

【会  長】 ご説明してください。 

【特命担当副参事】 はい。そのとおりです。 

【会  長】 佐藤委員。 

【佐藤委員】 それは僕、すばらしいことだと思います。新宿区独自にそうした個人情報の保

護をきちんと担保するために、独自にこうしたルールをつくるということは、こうしたマイナ

ンバー制度の施行のもとに、新宿区が主体的にやることについては非常に評価できるなという

ふうに思います。 

 以上です。 

【会  長】 ほかにご質問かご意見。はい瀬川委員。 

【瀬川委員】 新しい法律文はつくられるんですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【特命担当副参事】 条例案は国のほうの条例のイメージというようなものが準則で示されま

すので、それを参考にさせていただきつつ、別の法務担当と一緒に作成します。あくまでもベ

ースは国のものになります。 

【瀬川委員】 結構です。 

【会  長】 ほかにご質問、ご意見は。 

 今度、個人情報保護審議会に報告となると思うんですが、報告するイメージというのは、事

後報告ということだと思いますけど、事前報告というのは考えられないんですか。 

【特命担当副参事】 基本的には事前報告を考えてございます。 

【会  長】 わかりました。何か報告って書いてあると、事後報告のように思えたから。事

前報告なら、意見が言えるという意味ではよろしいかなと思います。 

 ほかにご質問、ご意見ございますか。鍋島委員。 
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【鍋島委員】 本当に区として条例をつくっていただくのはとてもありがたいと思います。続

いて、条例をおつくりになるんでしたら、一番心配しているのは、年金の流れがあったもので

すから、そういうときに対応を迅速にするような、条例をおつくりになったらば、こういうも

のも含めてつくっていただきたい。 

いろいろな国のほうから聞いたり、私もネットで出して読んでみたんですけど、そういう

ときのことが余り詳しく書いていないのが多い。せいぜい途中なんですよね。ですから、せっ

かくおつくりになるんでしたら、そういうものを入れていただきたいなと思って、お願いです。 

【会  長】 ご説明ください。 

【特命担当副参事】 今、委員からありましたけれども、区としては個人情報保護条例のほう

で、例えば何かあったときに、ネットワークをすぐシャットダウンができるような権限を設け

ている。また条例ではないんですが、情報政策のほうのセキュリティの対策で、そういった何

か攻撃型のがあった場合には、それを検知していくような対策は万全にとってございますので、

そういった大もとのセキュリティポリシーという新宿区の、セキュリティの大もとのような規

定についてはしっかり、この制度導入にあわせて見直していく予定でございますので、よろし

くお願いいたします。 

【会  長】 ほかにご質問、ご意見。伊藤委員。 

【伊藤委員】 こうした、技術が導入されること事態、個人的にメリットは非常に感じている

んですけど、例えばこの図の資料を見ているんですけど、途中で個人情報保護審議会の報告と

いうのがございますが、私、この個人情報保護審議会に参加していて、非常にすばらしいなと

思っていて、それというのは、ここで制度の話をしっかりすることができる。制度上の不安な

ところに対して意見を言えるのは、非常にすばらしいと思っています。 

ただし１点、こういった制度が導入されることで、じゃ、技術的なテクニカルな話という

ほうが実は重要な流れだと思っていまして、幾ら制度をよくしても、このテクニカルな問題が

解消しないと、安全性というのは担保されないんじゃないかというふうに思っていまして、と

なると、この個人情報保護審議会の中にそのテクニカルな議論をする場を設けるとか、もしく

はまた別に、第三者、区の人がいいんですが、そういう問題だとして、第三者が、客観的なテ

クニカルな話というのを議論する場があったほうがいいのかなと思っているんですけど、何か

こういったことを今後やられたりとかというのはあるんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 
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【特命担当副参事】 この個人情報保護審議会自体の意義とか役割というのは、やはり区と違

う第三者としてのチェック機能という、そういった目でこちらのほうにご報告をさせていただ

くというのは、ぜひ入れたいというふうに思っているんですが、区のほうのセキュリティの専

門的なという意味で言いますと、特定個人情報に限って言いますと、第三者点検というのを特

定個人情報保護評価で入れてございます。その評価の委託先と言いますのは、プライバシーポ

リシーを、認証している専門の機関だったりするので、保護の専門の機関に委託してございま

すので、そういった外部の専門機関からのチェックについてもあわせて入れているところでご

ざいます。 

【会  長】 伊藤委員。 

【伊藤委員】 ありがとうございます。そういった第三者の点検が入っていると思うんですけ

ど、それが実際、ここで働かれている職員の方と情報共有ができているか。そこって非常に今

後重要になってくると思うんですけど、今は皆さんにそういった情報を共有されて、職員の方

はそれを理解しているということでいいんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【特命担当副参事】 正直、全職員に共有できているかと言いますと、できていないような段

階だと思いますので、制度導入が 10 月から始まりますが、次年度、来年度以降、そういった

専門のノウハウをマニュアル化して、職員の周知といいますか、共有してノウハウを浸透でき

るような体制も考えていかなければいけないなということで、課題の１つとして捉えてござい

ます。 

【会  長】 伊藤委員。 

【伊藤委員】 議会にもそういった情報というのは、実は余りテクニカルな話というのはして

いないんですけど、今後この話が出てきてから、議会もこういった情報、非常に重要になって

くると思うんで、テクニカルな情報をなるべく共有をさせていただきたい。 

【会  長】 ご説明ください。 

【特命担当副参事】 かしこまりました。 

あと今年度、個人情報保護条例も改正しましたし、その制度を導入するということで、セ

キュリティの話も含めて、全庁の職員を対象にした研修を専門の、民間のプライバシーを扱う

企業の講師を招いて研修を実施する予定でございます。そういったもの一つ一つ検証して進み

ながら、職員の周知に取り組んでいきたいと思います。 

【会  長】 井下田委員。 
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【井下田委員】 ちょっと伺いたいんですけど、あくまでも個人情報ですね、これは。だから

個人データとは違うんですね。 

【会  長】 ご説明ください。 

【特命担当副参事】 特定個人情報になります。例えば、ある事務で収集した情報であって、

個人データではない、個人情報になります。 

【会  長】 井下田委員。 

【井下田委員】 ということで、法でいうところの分類の中で、個人情報ではなくて、あくま

でも特定個人情報、要するに個人データですね。データベース化されたということだから、内

容についてこの中で流れるデータについては、前、教えていただいた多項目に渡っての個人情

報でしたけれども、あれがそっくりそのままのイメージということで、データの中身が変わる

ということはないですね。 

【会  長】 ご説明ください。 

【特命担当副参事】 実際に庁内で利用するという場合、そのまま、例えばある課で持ってい

る情報をそのまま渡すということではなく、先ほど申し上げましたけれども、その事務処理に

必要な限度で利用するということで、必要な範囲、事務処理に本当に必要なのか、逆にそれが

審議会のほうで、使う情報はこれとこれとこれですよ。その事務に何でそれが必要なんですか

というようなことまでご説明をさせていただいて、それだったら適正な範囲だから、というよ

うなご判断をいただきたいと思います。 

【会  長】 井下田委員。 

【井下田委員】ありがとうございました。よくわかりました。 

【会  長】 ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。 

 難しい問題ですけど、国が決めることをいかにこちらで個人情報を守りながら実施していく

か。それが問題だと思います。 

 ここで議論しても発展しないので、その都度、利用状況を報告していただく中で、また意見

があれば、そのとき皆さんから適切なご意見をいただきたいというふうに思います。 

 本件は一応諮問事項ですので、反対か賛成かがあるんですけど、特別、反対意見もなかった

ので、異議がないようでしたら、これは承認ということになりますが、よろしゅうございます

か。 

〔「はい、よろしくお願いします」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】 じゃ、承認ということにいたします。 
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 ご苦労さまでした。 

 次は資料20、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う介護予防ケアマネジメント支援

システムの改修等についてであります。 

 それでは、説明をお願いします。 

【高齢者福祉課長】 それでは、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う介護予防ケア

マネジメント支援システムの改修等についてご説明いたします。 

まず条例の根拠といたしましては、個人情報保護条例第16条第１項に基づく電子計算機に

よる個人情報の処理変更、及び第17条第１項第４号に基づきます外部電子計算機との結合に関

する以上２点の諮問でございます。 

それとあわせて個人情報保護条例第14条第１項に基づきます業務委託についての報告とな

ります。 

 ページをおめくりいただきまして、事業の概要でございますが、本事業の目的といたしまし

ては、この度の介護保険法の改正に伴いまして、介護予防・日常生活支援総合事業、一般には

総合事業と呼ばれておりますが、その総合事業を区が平成28年４月から実施するに当たりまし

て、これまで要支援１及び２に該当する方を要支援者と呼んでおりますが、それに加えまして、

新たに本事業のサービスに該当いたします総合事業対象者への介護予防のケアマネジメントと

か、サービス事業に伴い発生する事業者への報酬の支払いなどの給付管理を円滑に行うことを

目的としているものでございます。 

この介護予防ケアマネジメント支援システムの対象者といたしましては、要介護認定で要

支援１及び２に該当する者、いわゆる要支援者で、今回新たに要介護認定の判定は受けてはい

ませんが、本人の自立機能をチェックする基本チェックリストによりまして、生活の自立度が

低下していると判断された方、こういった方々が総合事業の対象者になります。 

 次に事業の内容についてでございます。まず、前提といたしまして、先ほど来目的のところ

でも申し上げてまいりましたが、今現在、要介護認定で要支援１・２と認定されている要支援

者の方々につきましては、高齢者総合相談センターに在籍をいたしますケアマネジャーのケア

プランの作成を含めたケアマネジメントを行っております。通所介護や訪問介護などのサービ

ス事業を利用した場合の報酬支払いなどを、東京都国民健康保険団体連合会、通称、国保連を

通しまして、給付管理を行っております。 

今回は①といたしまして、介護保険法の改正に基づく総合事業の開始に伴い、新たに総合

事業のサービスの対象者となる方々の介護予防ケアマネジメントとサービスを利用した際の報
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酬と支払いなどの給付活動を行うために、現行の介護予防ケアマネジメント支援システムに新

たな対象者を加えるための改修を行うものでございます。 

 そして②といたしまして、新たに総合事業のサービスの対象者がサービスを利用した場合、

その報酬を、これまでの要支援者と同様に支払いを行うために、今回対象となる総合事業対象

者につきましても、その情報について東京都国民健康保険団体連合会のシステムとの外部結合

を行うものでございます。 

 そして、③といたしましては、新たに総合事業の対象者となった方々についての介護予防ケ

アマネジメント業務を地域包括支援センター、新宿区の場合は高齢者総合相談センターと称し

ておりますが、そこに要支援者と同様、委託をするという内容でございます。 

 対象者数といたしましては、平成28年度の事業実施時点での利用見込数を約2,800人と考え

ており、また、年間の給付管理処理件数といたしましては、１万9,381件を予定しているもの

でございます。 

 続きまして、別紙の個人情報処理システム開発・変更関係になります。 

まず、登録業務の名称でございますが、介護予防ケアマネジメントでございます。記録さ

れる情報項目は、現在記録されている表記のものに加えまして、新たに該当となる事業対象者

に関する文中下線で書かれている部分の情報が今回追加されるものでございます。 

 それでは変更の内容ですが、新たに実施をする総合事業に伴いまして、記載の（１）から

（７）のシステム改修を行うものでございます。 

個人情報保護対策といたしましては、システム改修を行います委託事業者による改修業務

におきましては、個人情報には触れることは一切いたしません。また、委託事業者には、新宿

区情報セキュリティポリシーを遵守させます。追加変更の時期については、記載のとおりとな

っております。 

 続きまして、電子計算機の外部結合関係の別紙をご覧ください。 

登録業務の名称、結合される情報項目は先ほどのシステム改修と同様となっています。外

部結合との相手方といたしましては、東京都国民健康保険団体連合会です。結合理由といたし

ましては、総合事業対象者についての報酬請求事務を円滑に行うため、現在、要支援１及び２

の方と同様に、国保連との連結を行うものでございます。 

結合の開始時期につきましては、平成28年４月１日。情報保護対策といたしましては、情

報を取り扱う地域包括支援センター、高齢者総合相談センターの職員には新宿区情報セキュリ

ティポリシーを遵守させるとともに、国保連専用の伝送セキュリティソフトを活用してまいり
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ます。最後に業務委託に関する別紙をご覧ください。 

委託先といたしましては、地域包括支援センター、後期高齢者総合相談センターの委託法

人となります。事業者に処理させる情報項目といたしましては、これまでのシステム改修が  

該当ということで、システムの内容と同様です。 

委託内容は総合事業の対象となり得る方への基本チェックリストによる質問とその結果、

総合事業の対象となった方につきましては生活実態把握、ケアマネジメントの作成、サービス

提供後の観察や、サービス提供事業者との連絡・調整となります。委託開始時期は平成28年４

月１日から平成29年３月31日まで、以降１年ごとの継続となります。 

情報保護対策でございますが、取り扱う情報は区のシステム専用サーバーにデータを記

録・保存しまして、ＩＤ、パスワードを与えられた職員だけがシステムを使用できるようにい

たします。また、情報の管理、保管状況につきましては定期的に立入検査を実施し、確認をい

たします。 

説明は以上です。 

【会  長】 ご質問かご意見ございましたら、どうぞ。佐藤委員。 

【佐藤委員】 新しい介護保険法の改正に伴っての、新しく総合事業対象者がデータとしてふ

えている理解でいいかと思うんですが、１点、③の区内９カ所の地域包括支援センター、高相

センターに委託をするということなんですが、最後のページにそれぞれの事業者、指定管理に

なっているわけですけれども、さまざまな株式会社、社会福祉法人があって、そうした会社や

団体に対してのセキュリティ対策というのは、統一的に行われているんでしょうか。それとも

それぞれの会社、あるいは社会福祉法人にある程度個人責任的に任されているんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 取扱いにつきましては区のほうでマニュアルを提供しまして、そこで統

一的に対応等をいたしております。 

【佐藤委員】 やはりまちまちでやったって非常に困るので、また新たに個人情報が増えると

いうことになりますと、セキュリティがきちんと万全にするということが非常に大事だと思う

んですが、そういうのは何か責任者の方を呼んで研修をやったり、説明をしたりという形で毎

年やられているんですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 先ほどご説明申し上げましたマニュアルを示しておりまして、そのマニ

ュアルに基づいた取扱い、これは年度の初めに管理責任者を呼びまして、高齢者福祉課のほう



－２４－ 

で研修などを行っているものでございます。 

【会  長】 佐藤委員。 

【佐藤委員】 今回のこの改正に伴って、当然そういう研修、説明会というのは責任者を呼ん

でしっかりやるし、また、その研修を受けた人が戻って、社内や社会福祉法人の中できちんと

やるようにしていただきたい。その辺はいかがでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 対応につきましては今ございましたように、年度の初めに私ども職員を

対象とした研修を実施するとともに、しっかりと実行されているかどうか、その個人情報だけ

ではなく、マニュアルに示した業務内容がきちんと対応がとられているか、年に一度必ず事業

評価をいたしますし、また、外部委員による第三者評価も３年に一度実施してございますので、

そういったことを通して確認をしていきたいと思います。 

【佐藤委員】 介護保険というかなり機微な情報が集まりますので、その点しっかりやってい

ただきたいと思います。 

 以上です。  

【会  長】 ひやま委員。 

【ひやま委員】 今の関連なんですけれども、５ページの最下段、区が行う情報保護対策の３

なんですが、使用できる職員のみとありますけれども、今のご質問にもございましたように、

この９カ所、８法人という方なんですけど、具体的に使用できる職員というのはどういった方

なのかを教えていただけますか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 高齢者総合相談センターの中には、事務職員、それから社会福祉士、そ

れから主任ケアマネジャー、それから保健師、看護師、基本的には要支援者をケアマネジメン

トする主任ケアマネジャー。また、３職種の中でチームを組んで対応という、その後のことも

ございますので、事務職員を除いた職員につきましては一応こういったものについては取扱い

をできるようにしている人ということです。 

【会  長】 ひやま委員。 

【ひやま委員】 ということは、基本的にこの法人の中でそういった資格を持っている方、直

接やりとりをされている方、多くて何名ぐらいですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 対象として大体10人ぐらいです。 
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【会  長】 ひやま委員。 

【ひやま委員】 その中で責任者というのは、先ほどのいろいろなレクチャーなり何なりを受

ける方が一人、責任者がいるという認識でよろしいでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 そのとおりです。 

【会  長】 ほかに。瀬川委員。 

【瀬川委員】 ４ページですが、結合形態、ＩＳＤＮ回線を利用と書いてあるんですけれども、

現在これでどういうリスクを、どう考えているのかというのと、今、確率で100％はないと思

ったんですが、リスクについての情報漏えい、それから今は改善の努力をしていますのでやら

れるんでしょうけど、将来のことで何か展開についてはあるんでしょうか。 

【会  長】 ご説明、どうぞ。 

【高齢者福祉課長】 このＩＳＤＮ回線を利用した情報のやりとりにつきましては、現在使っ

ているものでございますし、また医療関係の目的でも全てこの回線を利用してございます。そ

して、これはデジタル回線による高速で安定したデータのやりとりが可能なんですが、リスク

としては当然こういったものについては100％何もリスクはないのかとは思ってはおりません

が、今回の伝送につきましては、本来この専門のセキュリティソフトを活用してまいりますの

で、情報がそのまま、外に、個人情報がわかるような形で漏洩することは、考えにくいのでは

という風に思っております。 

【会  長】 瀬川委員。 

【瀬川委員】 多分そういうことなんでしょうけど、将来のことと、それからこれはわかる範

囲で結構なんですけれども、日本の公的な、あるいはこういう国が絡んだ情報については私の

知っている限りでも、相当攻撃を受けているわけですね、それを盗もうとして。 

多分ないと思うんですけれども、国保連も含めて、情報を、攻撃を受けたとかという話を

聞いたことございませんか。あるいは知っておられる範囲でありますか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 まだ、攻撃を受けたかどうかという情報につきましては、申し訳ござい

ません、私の方ではまだ把握しておりません。 

将来的なリスク回避というところでございますが、これは先ほどあったように、今回利用

する回線が、言うならば取り扱うデータとしては私ども大変少ないデータですので、もともと

保健であるとか、あるいは介護保険、それから医療保険、こういった関係につきましても現在
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この回線を使ってのやり取りをしておりますので、そういった区、国をあげて総体的な中での

リスク回避をどのように考えていくかという問題になろうかと思っております。 

【会  長】 ほかにご質問、ご意見、ございますか。はい鍋島委員。 

【鍋島委員】 消費者団体連絡会の中で今話題になっていることずばりなんですね。それで前

にあったマイナンバーの個人番号利用事務の31-３の紫のところにもありますけれど、介護保

険法による自立支援法とかいろいろなものがマイナンバーとつながるということで、そうする

と、こういうふうに外部に渡している自分の個人情報もそこにつながって、どういうふうなこ

とになるのかというのを心配している高齢者が結構いるんですね。 

ずばりなものですから、これ自体はいろいろセキュリティーをちゃんとしてくださってて

承認していいと思うんですけど、これとのつながりというのが私たちには全く見えてこないん

ですね。 

心配だけが先走っていても仕方がないので、この機会に教えていただければありがたいん

ですが。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 地域支援事業でも出ましたが、総合事業の地域支援事業の一事業に当た

るものでございます。マイナンバー制度が導入されることによりまして、これまで介護保険で

それぞれの個人が利用しているものに対しまして、さまざまな手続関係がございまして、そう

いったものをできるだけ簡潔にできるかといったものも、マイナンバー制度導入の目的のひと

つとだと捉えております。 

今回の総合事業に入れてもらいまして、直接そのマイナンバー制度がというのの現行の制

度の中に、新たに実は要介護認定の申請をしなくても、この総合事業の対象になる方というの

が今後出てまいりますので、今回の修正につきましてはそういった方々を新たに、現状の取扱

いの中に加えていくということになります。 

したがいまして、直接今ございましたマイナンバー制度の１つの関係性というと、うまく

説明ができなくて申し訳ないんですが、実際には地域支援事業の中で取り扱うということの一

部になるかと思います。 

【会  長】 鍋島委員。 

【鍋島委員】 ちょっと問題が。この事業自体のことを言っているのではなくて、そういうふ

うに他機関に渡してある情報がありますよね。それとも結合してしまうと、庁内にあるものだ

けなら安心なんだけれど、そういうものについては安心なのかしらということで、この事業自
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体のことは何も言っていません。 

各機関のテクニカルのそういう、伊藤委員がおっしゃったテクニカルの問題です。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 このシステムの外部との結合につきましても、今現在実施をしているも

のでございます。 

【会  長】 鍋島委員。 

【鍋島委員】 つながるんですよね。マイナンバーの中につながるんですか。それを確認した

だけです。漏えいとかそういう問題ではないです。つながるんですよね。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 はい。地域支援事業というのがマイナンバー対象になっておりますので。 

【会  長】 鍋島委員。 

【鍋島委員】 つながるという理解でよろしいんですね。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 はい。 

【会  長】 ほかにご質問。はい林委員。 

【林委員】 ２つだけ、簡単に。 

ここに2,800人というふうに出ているんですけれども、この方々がどういうふうに選ばれる

のかというのがわからないんですけれども、この方法と、それでこの方々の個人情報はどうい

うふうに守られるのかなということ、具体的なんですけれども。 

 ２番目は５ページの下のところ、先ほども別の方から質問がありましたけれども、私はほか

の件でも質問をさせていただくようになると思うんですけども、結論を言いますと、使用でき

る職員のみのＩＤ、パスワードとあるんですけれども、この方々は異動したり、退職されたり

というようなことがあると思うんですが、こういう方々に対して、本件だけじゃなくて、今後

も大事だと思うんですけれども、区が立ち入ったときに、要するに誓約書をとっていますかね。

個人情報保護をかくかくこういうふうに遵守するよということを、一人一人からとっているか

どうか。どうでしょうか。実質的なお願いです。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 まず利用見込数の約2,800人でございますが、これは今現在、要支援を

受けて事業を利用している方、プラス今後は、説明の中で申し上げましたチェックリストとい

うのが実はございまして、これを使って高齢者総合相談センターの窓口で事業を利用できる方
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の判別を行います。その方を合わせまして2,800人ということでございます。 

 それとＩＤ、パスワードの件でございますが、仕様書、委託している委託法人のほうに仕様

書としてこちらのほうからお渡ししている内容の中には、退職後もこの区の個人情報の取扱い

について遵守することということをうたっているんですが、ＩＤ、パスワードにつきましては

退職時にパスワードはそのときに変更をさせていただきますので、その個人が使っていたパス

ワードなどについては、一切その後は使えなくなって、別のものをパスワードを付与して対応

しますので、これはアクセスが後ほどできるようなことがないようにします。 

【会  長】 林委員。 

【林委員】 要するに包括支援センターに対してあれだけれども、個人からもそれをとにかく

具体的に一人一人の担当者からも、これをとっているということですね。誓約書の中できちん

と守りますよと。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 個別に、個人個人からは、申し訳ございません、とっておりませんが、

受託法人にそれを守らせるという状況です。 

【会  長】 林委員。 

【林委員】 そうすると立入検査されたときに、一番肝心な最前線の皆さん、ケアマネジャー

さんほか、いろいろ派遣の方もおられるでしょうけど、そういう方が守っているかどうかとい

うのは、どうやって検査というか、あなた、ちゃんとやっているねというのはどうやって確か

めるんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 先ほどご説明の中で、事業評価を私ども毎年やっておりますが、そうい

った中で、個人個人の個人情報の取扱いについてもチェック項目として述べさせていただきま

すので、その中で取扱いがどうだとかということの評価をしています。 

【会  長】 林委員。 

【林委員】 評価とかなんかではなくて、あくまでも意識づけでもって個人情報を守りたいと

いう一心で言うんですけれども、一人一人から誓約書をとっておいて、意識的にきちんと守れ

よということはできないものなんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 それぞれの職員については受託法人が雇用している関係がございますの

で、今現在、私どもはそういうことで確認をとっておりませんが、今後そういった、さらに個
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人個人レベルの取扱いの安全性を確保できるような取組みについては検討してまいりたいと思

います。 

【会  長】 林委員。 

【林委員】 ちなみに専門の方はご存じだと思うんですけれども、本件に限らず全部そういう

ことなんですね、外部委託の場合には。 

法は、難しいこと、私わかりませんけれども、逐条解説を読んだりすると、そこを求めて

いますのでね。やっぱりその誓約書的なものもきちんととるべきであるという形で、今後必須

になるんじゃないでしょうかね。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 まずは現状を確認いたしまして、そういった対応などについては課題と

してとられますので。 

【会  長】 林委員。 

【林委員】 わかりました。 

【会  長】 ほかにご質問かご意見。はい三雲委員。 

【三雲委員】 基本的な質問なんですけれども、ＩＤ、パスワードというのは当然それぞれの

職員に個別に別々ものが付与されているということ。それと端末のパソコンなんですが、これ

は汎用のものじゃなくて、取扱い用のソフトが入っていて、それがないと使えないことになっ

ているということでよろしいんですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 そのとおりです。 

【会  長】 他に。河邑委員。 

【河邑委員】 そのＩＤとパスワードですけれども、定期的に更新されるようになっているん

でしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 それは私どものほうから、パスワードの定期的に変更するようにという

のは指示をしておりませんので、実際のところ変えているのかどうかはわかっていません。 

【会  長】 河邑委員。 

【河邑委員】 これは非常に秘密性の高い情報なので保護しなければならなくなりますので、

通常は、そういった場合には一般的な話なんですけれども、ＩＤ、パスワード両方か、むしろ

パスワードについても１年に１回でも変えてみることが、必要だと思います。 
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【会  長】 ご説明ください。 

【高齢者福祉課長】 わかりました。ご指摘いただいた点は大変重要な点だと思っておりまし

て、すぐに改善できることだと思いますので、それは対応したいと考えております。 

【会  長】 瀬川委員。 

【瀬川委員】 つけ加えて恐縮なんですけれども、１年とか２年とかじゃなくて、普通の企業

では90日とか60日という場合がありますので、変更は大変ですが、ぜひこれは意見ですけど、

もっと定期的に、変更したほうが、いいと思います。 

【会  長】 どうぞ。 

【高齢者福祉課長】 定期的に、私ども区のほうも３カ月に１回ぐらいやっておりますので、

同様の対応をとっていければと考えております。 

【会  長】 伊藤委員。 

【伊藤委員】 今の話に関連するんですけど。前もここで言ったんですが、パスワードの変更

というのは余り科学的に根拠がないという説が出ていまして、ここで言うのもどうかと思うん

ですけど、それ以上にアカウントロックという方式のほうが今は重要になっていまして、例え

ば、３回パスワードを間違えたらロックがかかるというものです。どちらかというとパスワー

ドの変更というと事務的にもすごく煩雑になってしまって、逆にトラブルが起きるという、そ

ういった科学的な、特に根拠がない話だということで、アカウントロックのほうをご検討いた

だけると。 

【高齢者福祉課長】 わかりました。 

【会  長】 恐縮ですが、この件はよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】 諮問事項と報告事項がありますので、諮問事項としては承認、報告事項として

は了承ということでよろしゅうございますか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】 では、本件は了承ということで。今のご意見は記録していただければと思いま

す。 

【会  長】 今度は資料32です。新宿区まちづくり長期計画の策定に関する調査等業務の委

託についてであります。 

 それでは、説明をお願いします。 

【都市計画課長】 新宿区まちづくり長期計画の策定についてでございます。 
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 資料のほう、２ページをお開きいただきたいと思います。 

 担当課は都市計画課でございます。目的としましては、新宿区まちづくり長期計画の策定、

いわゆる新宿区の都市マスタープランの見直しに当たり、アンケート調査を実施し、区民等の

まちづくりに対する意向を把握したいというふうに考えております。対象となる方は区民等と

いうことになります。 

 概要でございますが、繰返しになりますが、本年度より新宿区都市マスタープラン、これは

都市計画法に基づく都市計画に関する基本的な方針なんですけれども、そういったものをあわ

せ持つ、今年度から新宿区まちづくり長期計画という計画を３カ年かけて策定したいと考えて

おります。初年度、その策定に当たり、本件の委託の中でまちの状況の変化とか、区民の皆さ

んのまちづくりに対する意向などを把握するためにアンケート調査を実施したいというふうに

考えております。 

 行うアンケート調査の予定なんですが、調査数としましては区民2,000票及び区内の事業者

1,000票を予定してございます。対象者の抽出方法は、住民基本台帳から無作為で抽出したい

というふうに考えております。都内の事業者については今のところ検討中でございます。調査

期間としましては、本年の10月下旬から11月ぐらいにアンケートの発送を予定しているところ

でございます。 

 続いて資料の３ページをご覧ください。委託先なんですけれども、上から３段目にございま

す株式会社社会空間研究所という都市計画コンサルタントに委託をしております。処理される

情報項目としましては、アンケート調査の対象者の住所、氏名というものになります。記録媒

体としましては紙及び電子媒体を考えております。 

 委託の内容なんですけれども、（１）アンケートの作成ということで、区から調査対象者の

リストを受渡しまして、委託先には印刷物の作成、アンケートの折込み等を行っていただいた

後、宛先シールの作成、張り付けを行った後、区に納品していただくということです。 

アンケートの集計及び分析については個人情報が含まれておりません。委託の時期としま

しては、本年７月23日から今年度末、来年の３月31日までになっております。アンケート調査

の作業というのは９月以降を予定しているところでございます。 

 情報保護の対策としましては、契約に当たりまして、４ページ以降に添付させていただいて

います特記事項を添付します。また、状況に応じまして、私ども区職員が委託先の立入調査を

行いまして、個人情報の管理、保管状況の確認を行いたいというふうに考えております。 

 簡単ですが、説明は以上になります。 
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【会  長】 それでは本件について、ご質問、ご意見がございましたらどうぞ。 

 三雲委員。 

【三雲委員】 この委託先についてはこれまで調査業務等において委託した実績というのはあ

るんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【都市計画課長】 過去に、平成５年に新宿区の住宅マスタープランの策定ということで委託

した状況がございます。 

【会  長】 三雲委員。 

【三雲委員】 その際の個人情報保護に関する処理状況というのは、どうだったんでしょうか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【都市計画課長】 あのときはしておりません。住宅マスタープランの中身を見る限りでは個

人情報を扱うような内容はないようなことを確認しております。 

【会  長】 三雲委員。 

【三雲委員】 そうすると、その調査、アンケートはやらなかったんですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【都市計画課長】 そうですね。平成５年なんですけど、その当時のところまでは確認してお

りません。 

【会  長】 アンケートだからこれと同じように、住所、氏名だけはついて、それが個人情

報かということですか、あるいは、そのときは住所、氏名もないアンケートということですか。 

【都市計画課長】 その平成５年のときの同じ委託先がやった別な計画の策定については、ア

ンケートを行ったかどうかということも含めて把握していないです。 

【会  長】 わかりました。ほかに質問は。三雲委員。 

【三雲委員】 集計及び分析が個人情報なしとなっていますけれども、そのアンケート用紙等

において、誰に渡したアンケート用紙か特定ができるということはできないものなんでしょう

か。 

【会  長】 ご説明ください。 

【都市計画課長】 それはできないようになっています。性別と地域と年代までは回答いただ

くような予定では考えております。 

【会  長】 よろしゅうございますか。 

 ほかにご質問かご意見、ございますか。 
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 ないようでしたら、これは報告事項ですので、了承ということにいたしますが、よろしゅう

ございますか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】 本件は了承ということで終了いたします。ご苦労さまでした。 

それでは、資料27、駐輪施設定期利用申請受付業務の委託についてであります。 

 説明をお願いします。 

【交通対策課長】 交通対策課長の小俣でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは着席して、駐輪施設定期利用申請受付業務について、ご説明させていただきます。 

 駐輪場等駐輪施設がございますが、こちらのほうについては利用者の方、定期利用と一時利

用というのがございますが、そのうちの定期利用というのは年度で利用することができるよう

になっておりまして、この定期利用の申請の受付け業務、こちらのほうの一部を委託するとい

うもので、その委託に当たりまして個人情報等の取扱いがあるということで、本日報告させて

いただくというものでございます。 

 資料のほうで、事業の概要の中で事業内容というのがございますので、こちらのほうをご覧

ください。まずは受付けとしましては、利用をご希望する方から申請書の受付けというのを区

が行いまして、１番、事業内容のところですが、受託者は区が受け付けました利用申請書、こ

ちらのほうを申請箇所―申請箇所というのは駐輪施設の箇所ということでございます。申請

箇所別に定期利用にかかわる区が指定する優先順位、この優先順位というのは米印がついてお

りますが、下のほうに優先順位というのがございますが、この１から５までが優先順位という

ふうになっております。この優先順位ごとに名簿を作成いたします。受託者はこの名簿に基づ

きまして、駐輪場の定員がございますが、それに超過するかしないかということで、まず超過

した場合には超過した箇所については職員立会いのもとで抽選を行いまして、利用者、それか

ら補欠者というのを選定いたします。あと、定員が超過しなかった場合は、皆さん、申請いた

だいた方が利用者ということで選定することになります。 

 この結果を受けまして、受託者は利用者の方及び補欠の方に対して、結果通知書、それから

納付書。納付書というのはこちらの利用者に限るということで、これを作成して納付するとい

うことになっています。こちらのほうの業務を今回委託するということになっております。 

 それでは、もう１枚のほうの別紙（業務委託）という資料をご覧ください。こちらのほうで、

４番目のところです。委託に伴い、事業者に処理させる情報項目が書いてございます。こちら

のほうで取扱う個人情報として住所、氏名、電話番号、自転車駐輪申請箇所、利用期間、防犯
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登録番号等、記載の項目を取扱わせるということになります。 

 一番最後に、委託事業者に行わせる情報保護対策ということですけれども、こちらに記載し

ています内容のとおり行わせるということでして、例えば２番のところで電磁的媒体の受渡し

には、施錠可能なケースを使う。また、４番のところですけれども、ＩＤ、パスワード等の設

定を行う。こういうことを行わせた上で受託させるということを考えております。 

 説明は以上でございます。 

【会  長】ご質問かご意見ございましたら、どうぞ。何カ所ぐらいあるんですか。 

【交通対策課長】 駐輪施設につきましては、施設としては申請箇所としては33カ所ございま

す。受付は１カ所で行います。 

【会  長】 委託先というのは１社ですか。 

【交通対策課長】 はい。委託先は１社を考えてございます。 

【会  長】 何かご質問、ご意見ございますか。はい林委員。 

【林委員】 自転車でここのところを見ると、３ページの委託に伴う事業者に処理させる項目

というのは、必要最小限度で必須項目で、こんなに項目がどうしても必要なものなんですか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【交通対策課長】 登録に当たりましてこちらの内容を、必須の項目ということでございます。

利用者の方の住所であるとか、また後は優先順位をつけるときの、こちらのほうへの必要な資

格証明書、そういったものもございますので、こちらのほうが必須の項目ということになって

ございます。 

【会  長】 林委員。 

【林委員】 勤務先だとか、通学先だとか、利用料免除資格証明書。こんなに必要なものなん

ですか。よくわかんないんですけど。 

【会  長】 ご説明ください。 

【交通対策課長】 こちらの優先順位をつけるということで必要な項目です。 

【会  長】 林委員。 

【林委員】 ああ、優先順位。 

【会  長】 ご説明ください。 

【交通対策課長】 区外在住である、在勤である、そういったことがまず。それとあと、こち

らで今お話しいただきました資格証明ということで、障害者手帳の交付を受けている方、そう

いう方は利用料の免除等もございますので、そういった中でこれらのものが必要になってきま
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す。 

【会  長】 ほかにご質問、ご意見は。はい鷲野委員。 

【鷲野委員】 この優先順位をつける際に、実際には漏れている人というのはあるんでしょう

か。 

【会  長】 ご説明ください。 

【交通対策課長】 こちら、今ご指摘いただいたとおり、申請数6,743で、駐輪施設6,802とい

うことで、これだけですと数として足りているのかということだったと思うんですが、実際に

は駐輪施設によってご希望の方が多いところというのがありまして、昨年度のこの6,743に対

して、当選された方ということでは5,365という数だったという実績がございます。 

ですから駐輪施設はあるけれども、希望者の方がいらっしゃらなくて空いている。この年

度当初のところでは空いていたということもあるということでございます。 

【鷲野委員】 ありがとうございました。 

【会  長】 ほかにご質問、ご意見はございませんか。 

 ないようでしたら、これは報告事項ですので、了承ということでよろしゅうございますか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】 それでは、資料33、新宿区立早稲田南町保育園分園運営業務の委託についてで

あります。 

 それでは、ご説明ください。 

【保育園子ども園課長】 よろしくお願いいたします。説明いたします。 

 お配りしました資料の事業の概要というところをご覧ください。早稲田南町保育園の分園の

運営業務委託についての報告でございます。 

 こちらは、この地域が非常に待機児童が多いということで、待機児の緊急対策の一環という

ことで、早稲田第２アパートの跡地に、この早稲田南町保育園の運用を、建設をいたしまして、

そこで民間の事業者に運営を委託するという内容でございます。開所日時、それから利用対象

者、あるいは利用定員につきましては、こちらの事業概要の２番、３番、４番のところに書か

れております。合計で134名の園児を受け入れるということで進めているところでございます。 

 続きまして、早稲田南町保育園分園運営業務の委託についてという、もう１枚のペーパーを

めくってください。 

 実際に民間の事業者に委託をするわけですけれども、公募型プロポーザルによって選定をい

たします。もう、内定という形では事業者が決まっておりますけれども、所定の手続を今行っ
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ている最中でございますので、資料のほうでは未定とさせていただいております。 

委託に伴って、事業者に処理させる情報項目については、児童に係る情報、利用者（保護

者）に係る情報、それから利用者の同居家族に係る情報ということで、こちらに列挙させてい

ただいております。処理させる媒体としましては、紙及び電磁的媒体を予定しているところで

ございます。 

 委託の理由でございますが、先ほど申し上げましたとおり、待機児童数が多い地域でござい

ますので、そうした待機児童対策を解消するための緊急対策ということで、こちらの第２アパ

ートの跡地にこの保育園の分園を建設するということでございます。 

 委託の開始、期間、時期及び期限でございますが、基本的には１年間で、それを毎年事業者

評価をいたしまして、その結果によって更新をしていくということで、28年４月１日からの開

設を予定しております。 

委託に当たって区が行う情報保護対策でございますが、こちらに書いてあるとおりでござ

います。区職員も必要に応じて施設への立入りというのを行っております。指導検査の一環と

いうことでやっておりますので、そうした中でも事業者が個人情報を適切に取り扱っているか

というところは、適宜、区のほうでチェックをしたいと思っております。 

 受託事業者に行わせる情報保護対策はこちらの資料に書かせていただいた、主に５つの方法

によって、しっかりと個人情報の保護を行わせていきたいというふうに考えております。 

 説明は以上でございます。  

【会  長】 これは今まで保育園の運営業務の委託というのは幾つもあるんです。それと同

じような情報項目であり、やり方も全部同じということでよろしいでしょうか。 

【保育園子ども園課長】 はい。同じでございます。おっしゃるとおりです。 

【会  長】 何かご質問、ご意見がございましたら、どうぞ。瀬川委員。 

【瀬川委員】 ３ページにある、確認ということなんですけれども、委託に当たり区が行う情

報保護対策１、２があって、２に必要に応じ、先ほど「適切に」という言葉を入れられたと思

うんですけれども、具体的にはどれぐらいの想定ないし現実に今までの担当はやっておられま

したか。 

【会  長】 ご説明ください。 

【保育園子ども園課長】 現在も行っておりますけれども、基本的には区の職員が年に２回、

最低の回数でございますが、年に２回、定期的な立ち入りを行います。 

あとは必要に応じて問題のあるところは、適宜行っているという状況でございます。 
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【瀬川委員】 ありがとうございました。 

【会  長】 ほかにご質問、ご意見等はございますか。 

 ないようでしたら、報告事項ということですので、了承ということにいたしますが。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【会  長】 本件は了承ということで、ご苦労さまでした。 

  最後に、事務局のほうから何かございましたら、よろしく。 

【区政情報課長】 次回の審議会の日程でございます。11月４日水曜日、午後２時から。場所

は第２委員会室、一番奥の委員会室になりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【会  長】 これをもちまして本日の審議会を終了いたします。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。   

 午後 ４時００分閉会 


